
働き方改革とタスクシフト
日本全体で「働き方改革」が推進されていますが、「医師・医療従事者の働き方改革」には、大きく2つの特長
があります。
一つ目の特長は、「地域医療構想」「医師偏在対策」「医師・医療従事者の働き方改革」を「三位一体」で推
進することです。「働き方改革」だけに注目せずに、全体像をしっかりと捉えて進めることが必要となります。
まず基本となる「地域医療構想」によって、2次医療圏ごとの病床数と病床機能（病院機能）が見直され、各医療
機関（病院）の医師・医療従事者の配置人数が固まります。それを基に職種ごとに「医師・医療従事者の働き方
改革」を進めることになります。
二番目の特長は「医師・医療従事者の働き方改革」の中心は「医師の働き方改革」であるということです。医
師には、「応召義務」「当直」「専門性の研鑽」と言う職務上の特長があり、それらの運用といかにバランスさ
せるかが論点となります。
医師の働き方改革を推進のための具体策の一つが「タスクシフト」と「タスクシェア」になります。とは言え
医師からの「タスクシフト」「タスクシェア」を進めても、仕事量の総量はかわらないので、医師以外の医療従
事者の人員配置数を考慮して進めることが必要です。
上記の二つの特長を理解した上で「医師・医療従事者の働き方改革」を進めることが重要です。
医師の時間外労働時間については、2024年3月末までを第1ステップ、2035年3月末までを第2ステップとして
上限規制が設けられています。なお、除外規定として病院の機能を加味した「B水準」、医師の専門性の研鑽を考
慮した「C水準」が設けられています。
女性の医師や医療従事者は、今後さらに比率があがってくるので、身体的な特長や産休・育休などを配慮する
ことが、さらに求められてきます。
タスクシフトについては、「特定行為研修（特定看護師）」と「医師事務作業補助体制加算」が注目されていま
す。
「医師・医療従事者の働き方改革」のための各種の予算も計上されており、それとは別に令和2年度の診療報酬改
定でも、各種の項目で評価が進んでいます。
2025年、2040年に向けての、「医師・医療従事者の働き方改革」について、医療政策全体を俯瞰してご理解いた
だく一助になれば幸いです。

Q:医療従事者の働き方改革のポイントは何ですか？
A:2025年問題、2040年問題を視野に入れた改革です。①医療再編の骨子である「地域医療構想」を中心に、②医
師の偏在の解消、③医師・医療従事者の働き方改革の3つが相互に関連しています。特に、医師については、「応
召義務」の扱い、「当直」や「専門性の研鑽」の運用などの特殊要因もあり、それらも考慮した上での長時間労
働の対策が焦点になっています。（ ）
また、それに対する予算も計上されています。（ ）図2
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厚生労働省 第66回社会保障審議会医療部会 平成31年4月24日
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2040年を展望した医療提供体制の改革について（イメージ）図1

医療提供体制の改革に係る令和2年度概算要求の概要

Q:医師の働き方改革で論点になっている「応召義務」とは何ですか？
A:医師法の第19条に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを
拒んではならない。」とあり、その「正当な理由」については、病気や不在などに極めて限定されているため、
時間外等でも診療することが必要となります。医師の働き方改革については、医師の数だけでなく、この「応召
義務」の運用が論点となっています。（ 1・ ）

厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会（第424回）個別事項（その2） 令和元年9月25日
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00039.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000550468.pdf
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医師の働き方改革に関す検討会 報告書の概要図3

応召義務について

厚生労働省 医師の働き方改革に関する検討会 報告書 平成31年3月29日
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厚生労働省 第一回医師の働き方改革に関する検討会 平成29年8月2日
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173615.html
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000173611.pdf
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Q:医師の働き方改革の概要はどのようなものですか？
A:病院勤務医の時間外労働の調査で、全体の1割（約2万人）の医師が、年間に1900～2000時間程度以上の時間外
労働をしており、全体の3割（6万人）の医師が、年間に960時間から1900～2000時間程度の時間外労働をして
いるとの結果がでました。2024年4月までに、一部の医師を除き、1860時間以上の時間外労働をする医師をゼロ
にすることが第一ステップです。その後、2035年3月末には、一部の医師を除き、時間外労働を960時間以内にす
ることが第二ステップでゴールになります。（ ・ ）

厚生労働省 16回 医師の働き方改革に関する検討会 平成31年1月11日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03209.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000467710.pdf

図5 2024年4月とその後に向けた改革のイメージ①（案）
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図6 2024年4月とその後に向けた改革のイメージ②（案）

Q:一部の医師に除外規定があるのは、具体的にはどのような場合ですか？
A:各ステップで暫定的な除外規定があります。

「B水準」とは、「地域医療確保暫定特例水準」と呼び、病院の機能として3つの項目から規定されます。
（ア）救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するた
めに整備しているもの（例：二次・三次救急医療機関、在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関）
（イ）政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「5疾病・5
事業」
この（ア）と（イ）で1500病院程度を特定します。
（ウ）特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療機
関・医師（例：高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等）も該当します。

「C水準」とは：「集中的技能向上水準」と呼び、医師の専門性の研鑽に係る運用で2類型に整理されます。
「C-1」：初期研修医及び原則として日本専門医機構の定める専門研修プログラム／カリキュラムに参加する後
期研修医であって、予め作成された研修計画に沿って、一定期間集中的に数多くの診療を行い、様々な症例を経
験することが医師（又は専門医）としての基礎的な技能や能力の修得に必要不可欠である場合
「C-2」：医籍登録後の臨床に従事した期間が6年目以降の者であって、先進的な手術方法など高度な技能を有す
る医師を育成することが公益上必要とされる分野において、指定された医療機関で、一定期間集中的に当該高度
特定技能の育成に関連する診療業務を行う場合
に類型分けされています。（ 、 ）
「B水準」、「C水準」ともに、その特定や、それに伴う対策は、連続勤務時間やインターバル時間など詳細に規
定されています。（ 、 、 ）
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図8 医師の働き方に関する制度の論点
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図9 B・C水準の適用の対象、手順等

図10 医師の時間外労働規制について②
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医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組の概要図11

Q:働き方改革に対する予算配分はあるのでしょうか？
A:令和2年度の概算要求で①「地域医療構想」関連で約700億円、②医師の偏在の解消に対して約76億円、③医
師・医療従事者の働き方改革に対して約76億円が要求されています。（ ）
③医師・医療従事者の働き方改革に対する76億円のうち、タスクシフト関連で約42億円、特定行為研修（特定看
護師）関連に約7億円、Tele-ICU体制整備に5.5億円となってます。（ ）図12
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会（第424回）個別事項（その2） 令和元年9月25日
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図12 令和2年度概算要求における医師・医療従事者の働き方改革の推進

Q:医療に従事する女性の働き方改革はどのようなものがありますか？
A:令和2年度の概算要求で2億円の予算がついていますが、まだまだ不十分だと思います。（ ）医療職
種別の従事者数の推移をみても、看護師以外は女性の比率が増しており、制度や予算の配慮や充実がさらに必要
だと思います（ 、 、 ）
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図13 女性医療職等に係る主な取組

図14 女性医師の年次推移

厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会（第368回）横断的事項（その4）について 平成29年11月8日
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図15 医療従事者における女性数の年次推移

図16 医師・看護職員以外の医療従事者
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図17 診療科別 女性医師の割合

Q:女性の医師の診療科に特長はありますか？
A:日本の女性の医師は、現在20％程度で、OECD平均が40％に比べて著しく低いです。日本の女性の医師の比率
が高い診療科は、皮膚科（46％）、眼科（38％）、麻酔科（38％）、小児科（34％）、産婦人科（34％）です。
少ないのが、救急（12％）、外科（8％）、脳外科（5％）、整形外科（4％）になります。（ ）
今後女性の医師が増えるに伴い、女性と男性の良い意味での身体的な特長や、診療科ごとの時間外勤務の状況な
ど配慮することで、診療科の男女の構成もかわってくると思います。（ ）
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図18 週当たり勤務時間60時間以上の病院常勤医師の診療科割合

Q:タスクシフト、タスクシェアとは何ですか？
A:タスクシフトとは、異なる職種間で仕事の役割分担を見直すこと、タスクシェアとは、同じ職種内で仕事を分
担することを意味します。タスクシフトとタスクシェアの推進のために令和2年度の概算要求では約42億円が要
求されています。（ ）図19
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図19 タスク・シフティング等医療勤務環境改善推進事業

Q:タスクシフト、タスクシェアの具体的なシミュレーションや注意点はありますか？
A:タスクシフト、タスクシェアをしても、仕事量の全体量には変わりはありません。端的に言えば「誰がやる
か？」が変わっただけです。よって、当事者間だけでなく、医療機関全体で検討をしないと、タスクシフトやタ
スクシェアをされた側が、忙しくなるだけということがおきるので注意が必要です。
医療従事者の働き方改革の中心は医師になります。時間外労働が100時間の医師をモデルとした場合、
①一般の医療従事者へのタスクシフトで7時間、②特定行為研修の看護師（特定看護師）へのタスクシフトで7時
間、③医師へのタスクシェアで6時間の合計20時間が削減できるとのシミュレーションが提示されています。
（ ）図20
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厚生労働省 16回 医師の働き方改革に関する検討会 平成31年1月11日
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図20 極めて労働時間が長い医師の労働時間短縮について（イメージ）

Q:特定行為研修（特定看護師）だけで7時間も短縮が可能なのでしょうか？
A:医師・医療従事者の働き方改革に対する令和2年度の概算要求76億円のうち、タスクシフト関連の約42億円に
ついで、特定行為研修（特定看護師）関連に約6億円の予算が要求されています。人的な数値目標も2023年度に1
万人とし、修得をしやすいように、パッケージ研修も始まりました。（ 、 、 ）図12 図21 図22
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図21 看護師の特定行為に係る研修機関支援事業

図22 特定行為研修制度のパッケージ化によるタスクシフトについて

厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会（第424回）個別事項（その2） 令和元年9月25日
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図23 Tele-ICU体制整備促進事業

Q:働き方改革は診療報酬では評価されているのでしょうか？
A:平成18年の診療報酬改定で「ハイリスク分娩加算」等で勤務環境が条件とされ、平成20年度の診療報酬からは
「病院勤務医の負担軽減」を条件とした各種のチーム医療関連の加算が改定のたびに拡大されています。
（ ）

Q:Tele-ICUとは何ですか？
A:医師・医療従事者の働き方改革に対する令和2年度の概算要求76億円のうち、Tele-ICU体制整備は3番目に大き
な5.5億円が要求されています。ICUを遠隔で集中管理することで外科医等の負担軽減を目的としています。
（ 、 ）図23図12

図24
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図24 勤務環境改善に関連する診療報酬の対応（主なもの）

Q:タスクシフトで注目されている項目は何ですか？
A:「医師事務作業補助体制加算」が、大変注目されています。いわゆるメディカルクラーク、ドクタークラーク
と呼ばれるものです。各種の調査結果でも有用との結果が多く、診療報酬の改定の度に運用しやすいように改定
されています。（ 、 、 、 ）図25 図26 図27 図28
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厚生労働省 16回 医師の働き方改革に関する検討会 平成31年1月11日
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図25 令和2年度概算要求における医師・医療従事者の働き方改革の推進

図26 勤務医の負担軽減策の効果（算定施設の回答）

厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会（第368回）横断的事項（その4）について 平成29年11月8日
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183536.html
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000183841.pdf
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図27 病院勤務医の事務負担額の軽減

図28 医師事務作業補助体制加算の評価の充実

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 働き方改革の概要 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
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図29 地域の救急医療体制において重要な機能を担う医療機関に対する評価

Q:令和2年度の診療報酬改定で、働き方改革はどのように扱われていますか？
A:
1.地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療提供体制等の評価
2.医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価
3.タスク・シェアリング／タスク・シフティングのためのチーム医療等の推進
4.業務の効率化に資するICTの利活用の推進
の4つの軸で評価されています。主たる項目を列挙します。（ ～ ）図29 図45 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html


厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 働き方改革の概要 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html

図30 緊急医療体制の充実

図31 医師等の従事者の常勤配置及び専従要件に関する要件の緩和
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図32 医療従事者の勤務環境改善の取組の推進

図33 薬剤師の病棟業務に対する評価の充実

厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 働き方改革の概要 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html


厚生労働省 令和2年度診療報酬改定説明資料等について 働き方改革の概要 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html

図34 夜間看護体制の見直し

図35 特定集中治療室管理料の見直し
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図36 入退院支援に係る人員配置の見直し

図37 重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担の軽減
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図38 タスク・シェアリング／タスク・シフティングのための評価の充実

図39 医師事務作業補助体制加算の評価の充実
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図40 看護職員と看護補助者との業務分担・協働の推進

図41 麻酔科領域における医師の働き方改革の推進
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図42 栄養サポートチーム加算の見直し

図43 医療機関における業務の効率化・合理化
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図44 情報通信機器を用いたカンファレンス等の推進
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本記事に関するお問い合わせはこちら
http://go.3M.com/wocn/ QR
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図45 外来栄養食事指導（情報通信機器の活用）の見直し
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